
◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 一同、ご起立願います。礼。着席願います。 

 開会に先立ち申し上げます。ただ今の出席議員は、

14名であります。よって、地方自治法第113条に規定す

る定足数に達しておりますので、本日の会議は成立い

たします。 

 本臨時会は、一般選挙後、最初の議会でありますの

で、議長が選出されるまでの間、地方自治法第107条の

規定により、年長の議員が臨時に議長の職務を行うこ

とになっております。 

 本日の出席議員中、最年長議員は菅野修一議員であ

りますので、ご紹介申し上げます。 

 菅野議員、臨時議長席にご着席願います。 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 皆さん、おはようございます。ただ今、紹介されま

した菅野修一であります。地方自治法第107条の規定に

より、臨時に議長の職務を行います。何とぞ、よろし

くお願いを申し上げます。 

 これより、令和元年８月臨時会を開会いたします。

出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本日

の会議を開きます。本日の会議は、議事日程第１号に

よって進めます。 

 まず、日程第１、仮議席の指定を行います。仮議席

については、ただ今ご着席の議席を指定いたします。 

 次に、日程第２、議長の選挙を行います。この選挙

は、投票をもって行います。議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 ただ今の出席議員は、14名であります。投票用紙を、

配布いたさせます。 

〔投票用紙配布〕 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 投票用紙の配布もれは、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 配布もれ、なしと認めます。投票箱を改めさせます。 

〔投票箱点検〕 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は、単記無記名であり

ます。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に

応じ、順次投票を願います。これより、事務局長に点

呼を命じます。 

◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 命によりまして点呼を行いますが、点呼の前に念の

ため、私から投票方法について再度ご説明申し上げま

す。 

 ただ今、お手元に投票用紙１枚を配付いたしており

ますが、これから行う議長及び副議長の選挙は、公職

選挙法を準用して行い、単記無記名であります。投票

用紙に、投票しようとする被選挙人の氏名を１名だけ

記載していただきます。２名以上記載した場合、また

被選挙人を特定できない投票は無効となります。 

 それでは、私からお名前をお呼びいたしますので、

順次、投票記載所でご記入の上、投票箱に投票される

ようお願いいたします。 

 これより点呼を行います。菅野修一議員。伊藤浩議

員。奥山格議員。菅野喜昭議員。青野隆一議員。鈴木

清議員。安井一義議員。小関英子議員。大類好彦議員。

塩原未知子議員。鈴木由美子議員。星川薫議員。鈴木

裕雅議員。和田哲議員。以上で、点呼を終わります。 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 投票もれはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 投票もれ、なしと認めます。投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 これより、開票を行います。会議規則第31条第２項

の規定により、開票立会人に鈴木清議員、星川薫議員、

和田哲議員、以上の３名を指名いたします。 

 開票を命じます。立会人の立会いを願います。 

〔開票〕 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 選挙の結果を報告いたします。投票総数14票。これ

は先ほどの出席議員に符合いたしております。そのう

ち有効投票14票、無効投票０。有効投票中、大類好彦

議員14票、以上のとおりであります。この選挙の法定

得票数は４票であります。よって、大類好彦議員が議

長に当選されました。 

 ただ今、議長に当選されました大類好彦議員が議場

におられますので、本席から、会議規則第32条第２項

の規定により告知いたします。それでは、議長に当選

されました大類好彦議員より、就任のごあいさつをお

願いいたします。大類好彦議員。 

〔大類好彦 議員 登壇〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 議長就任にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

 議会の秩序を保持し、効率的な議事の整理に努め、



議会を代表する中立公正な立場において職務を行い、

議会運営を行うよう、粉骨砕身、一生懸命頑張ります。 

 また先ほどは、皆様から満票の投票をいただきまし

た。大変ありがとうございました。簡単ではございま

すが、議長就任の挨拶といたします。よろしくお願い

いたします。 

◎臨時議長（菅 野 修 一 議員） 

 それでは、議長と交代いたします。ご協力、誠にあ

りがとうございました。 

〔議長交代〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 それでは、引き続きまして、日程第３、副議長の選

挙を行います。この選挙は、投票をもって行います。

議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ただ今の出席議員は、14名であります。投票用紙を、

配布いたさせます。 

〔投票用紙配布〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 投票用紙の配布もれはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 配布もれ、なしと認めます。投票箱を改めさせます。 

〔投票箱点検〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は、単記無記名であり

ます。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に

応じて順次投票願います。事務局長に点呼を命じます。 

◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 これより点呼を行います。菅野修一議員。伊藤浩議

員。奥山格議員。菅野喜昭議員。青野隆一議員。鈴木

清議員。安井一義議員。小関英子議員。大類好彦議員。

塩原未知子議員。鈴木由美子議員。星川薫議員。鈴木

裕雅議員。和田哲議員。以上で、点呼を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 投票もれは、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 投票もれ、なしと認めます。投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 開票を行います。会議規則第31条第２項の規定によ

り、開票立会人に鈴木清議員、星川薫議員、和田哲議

員、以上の３名を指名いたします。 

 開票を命じます。立会人の立会いを願います。 

〔開票〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 選挙の結果を報告いたします。投票総数14票、これ

は先ほどの出席議員に符合いたしております。そのう

ち、有効投票13票、無効投票１票、有効投票中、伊藤

浩議員12票、大類好彦議員１票、以上のとおりであり

ます。この選挙の法定得票数は４票であります。よっ

て、伊藤浩議員が副議長に当選されました。 

 ただ今、副議長に当選されました伊藤浩議員が議場

におられますので、本席から、会議規則第32条第２項

の規定により告知いたします。それでは、副議長に当

選されました伊藤浩議員より、就任のご挨拶をお願い

いたします。伊藤浩議員。 

〔伊藤 浩 議員 登壇〕 

◎副議長（伊 藤   浩 議員） 

 ただ今、副議長にご推挙いただきました。本当に身

の引き締まる思いでございます。今後は大類議長を補

佐しながら、市民の皆様方によりご理解をいただける、

誠実な議会運営に努めてまいりたいと思っております。

皆様方の今後のご協力を切にお願い申し上げまして、

一言就任の挨拶とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 次に、日程第４、議席の指定を行います。議席につ

いては、会議規則第４条第１項の規定により、議長に

おいて指名いたします。各議員の氏名並びに議席番号

を事務局長に朗読いたさせます。 

◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 命によりまして、皆様のお手元に配布いたしており

ます議場見取図にしたがい、朗読させていただきます

が、議長選挙の結果により、見取図の一部を変更して

朗読いたします。 

 議長席から向かって左より１番とし、１番菅野修一

議員、２番星川薫議員、３番菅野喜昭議員、４番安井

一義議員、５番大類好彦議員、６番奥山格議員、７番

青野隆一議員、８番鈴木由美子議員、９番和田哲議員、

10番小関英子議員、11番塩原未知子議員、12番伊藤浩

議員、13番鈴木裕雅議員、14番鈴木清議員。以上で朗

読を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ただ今の事務局長朗読のとおり、議席を指定いたし

ます。各議員には、ただ今指定いたしました議席にご

着席願います。 



 暫時、休憩いたします。 

 

            休 憩  午前10時49分  

            再 開  午前10時51分  

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 次に、日程第５、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、１

番菅野修一議員、２番星川薫議員、３番菅野喜昭議員。

以上の３名を指名いたします。 

 次に、日程第６、会期の決定を議題といたします。

この際、臨時議会運営委員長の報告を求めます。臨時

議会運営委員長。 

〔臨時議会運営委員長 菅野修一 議員 登壇〕 

◎臨時議会運営委員長（菅 野 修 一 議員） 

 臨時議会運営委員会を代表しまして、審議の結果に

ついてご報告申し上げます。 

 当委員会は去る７月25の全員協議会において、皆様

方からご指名をいただき、８月１日午前10時より委員

会を開催し、議事運営等に関する事項について慎重に

審議を行ったところであります。 

 委員会は、市当局より総務課長並びに財政課長の出

席を求め、提出議案の概要を聴取し、さらに議会内部

機構の構成、すなわち議長、副議長の選挙、常任委員

会委員及び議会運営委員会委員の選任、並びにそれぞ

れの委員長、副委員長の互選、さらには一部事務組合

議会議員の選挙に要する時間等を十分考慮し、検討を

行った結果、今臨時会の会期につきましては、皆様方

のお手元に配付いたしております会期日程表のとおり、

本日１日とすることに意見の一致をみたところであり

ます。何とぞ当委員会の決定に対し、議員各位のご賛

同をお願い申し上げ、ご報告といたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 お諮りいたします。今臨時会の会期は、臨時議会運

営委員長報告のとおり、本日１日とすることにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって今臨時会の会期は、

本日１日とすることに決しました。 

 次に、日程第７、諸般の報告でありますが、この際、

事務局長をして報告いたさせます。 

◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 命により、ご報告申し上げます。 

 まず、令和元年６月21日付け及び７月22日付けで、

監査委員から議長宛に、６月及び７月に実施した例月

出納検査の結果について、地方自治法第235条の２第３

項の規定により報告がありました。その写しを配布い

たしておりますので、ご参照願います。 

 次に、令和元年７月31日付けで、市長から事務局長

宛に、地方自治法第180条第２項の規定により、損害賠

償について専決いたした旨の報告がありました。その

写しを配布いたしておりますので、ご参照願います。

以上で、報告を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

 暫時、休憩いたします。 

 

            休 憩  午前10時56分  

            再 開  午前11時14分  

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 先ほどの副議長選挙の結果について、一部訂正いた

します。投票総数14票中、有効投票12票、無効投票が

２票となり、有効投票のうち、伊藤浩議員12票に訂正

いたします。 

 次に、日程第８、常任委員会委員の選任を行います。

常任委員会委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、議長から指名いたしたいと思い

ます。 

 この際、事務局長をして委員会名と所属議員の氏名

を朗読いたさせます。 

◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 命によりまして、常任委員会名と所属議員の氏名を

朗読いたします。 

 総務文教常任委員会委員に、青野隆一議員、小関英

子議員、鈴木裕雅議員、鈴木清議員、星川薫議員、和

田哲議員、菅野喜昭議員。産業厚生常任委員会委員に、

奥山格議員、菅野修一議員、大類好彦議員、塩原未知

子議員、伊藤浩議員、安井一義議員、鈴木由美子議員。

以上で、朗読を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 お諮りいたします。ただ今の事務局長朗読のとおり

指名することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたし

ましたとおり、それぞれの委員に選任することに決し



ました。 

 次に、日程第９、議会運営委員会委員の選任を行い

ます。議会運営委員会委員の選任については、委員会

条例第８条第１項の規定を準用し、議長から指名いた

したいと思います。 

 この際、事務局長をして議員の氏名を朗読いたさせ

ます。 

◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 命によりまして、議会運営委員会委員の氏名を朗読

いたします。 

 議会運営委員会委員に、菅野修一議員、青野隆一議

員、塩原未知子議員、鈴木清議員、星川薫議員、和田

哲議員。以上で朗読を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 お諮りいたします。ただ今の事務局長の朗読のとお

り、議会運営委員会委員に選任することに、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたし

ました６名を、議会運営委員会委員に選任することに

決しました。 

 これより、委員会条例第10条第１項の規定により、

委員長、副委員長の互選のため、各常任委員会並びに

議会運営委員会が開催されます。なお、日程等につい

て事務局長より説明いたさせます。 

◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 各常任委員会、議会運営委員会の開催についての日

程をご説明申し上げます。 

 まず、総務文教常任委員会は防災研修室２－１、産

業厚生常任委員会は防災研修室２－２において、直ち

に開催方をお願いをいたします。 

 次に、２つの常任委員会が終了次第、議会運営委員

会を防災研修室１で開催いたしますので、よろしくお

願いいたします。議会運営委員会終了後に本会議を再

開することになりますので、ご承知置きのほどを併せ

てお願いをいたします。以上で、日程の説明を終わり

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 暫時、休憩いたします。 

 

            休 憩  午前11時18分  

            再 開  午後１時00分  

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 休憩中に、各常任委員会並びに議会運営委員会が開

かれ、委員長、副委員長が互選されましたので、その

結果をご報告いたします。 

 総務文教常任委員会委員長に小関英子議員、副委員

長に鈴木裕雅議員。産業厚生常任委員会委員長に奥山

格議員、副委員長に安井一義議員。 

 次に、議会運営委員会について申し上げます。委員

長に青野隆一議員、副委員長に星川薫議員。以上のと

おり、それぞれ互選されました。以上で、報告を終わ

ります。 

 次に、一部事務組合議会議員の選挙を行います。日

程第10、尾花沢市大石田町環境衛生事業組合議会議員

の選挙から、日程第12、北村山公立病院組合議会議員

の選挙まで一括して選挙を行います。 

 この際、お諮りいたします。選挙の方法については、

地方自治法第118条第２項の規定により指名推選とし、

議長より指名いたしたいと思います。これに、ご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法につい

ては指名推選とし、議長より指名することに決しまし

た。 

 この際、事務局長をして一部事務組合名と議員の氏

名を朗読いたさせます。 

◎事務局長（横 沢 康 子 君） 

 命によりまして、一部事務組合議会議員の氏名を朗

読いたします。 

 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合議会議員に、菅

野修一議員、青野隆一議員、小関英子議員、鈴木清議

員、菅野喜昭議員。北村山広域行政事務組合議会議員

に、塩原未知子議員、星川薫議員、和田哲議員。北村

山公立病院組合議会議員に、大類好彦議員、奥山格議

員。以上で、朗読を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 お諮りいたします。ただ今、事務局長の朗読のとお

り、それぞれ一部事務組合議会議員の当選人と定める

ことに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、ただ今指名いたし

ました議員が、それぞれの一部事務組合議会議員に当

選されました。ただ今当選されました議員が議場にお

られますので、本席から、会議規則第32条第２項の規



定により告知いたします。 

 次に、議案の上程を行います。日程第13、議第42号

「令和元年度尾花沢市一般会計補正予算（第２号）」か

ら、日程第16、議会案第５号「尾花沢市都市計画審議

会委員の推薦について」までの４案件を一括上程いた

します。 

 この際、市長より提案理由の説明を求めます。市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 提案理由の説明に先立ち、一言ご挨拶申し上げます。 

 議員各位におかれましては、去る７月７日執行の市

議会議員選挙において、めでたく当選されましたこと

を心からお慶び申し上げます。また、再選を果たされ

ました経験豊富な議員の皆様、新たに市政の一翼を担

うこととなった議員の皆様、市民の負託に応えるべく、

選挙後初の議会に臨まれていることと存じます。 

 これからは本市が掲げる将来像「夢かがやき絆でむ

すぶ元気創造のまち尾花沢」の実現に向け、議会と行

政それぞれの視点に立って、まちづくりを推進してい

くことになりますが、ふるさと尾花沢を元気にしたい

との思いは共通の願いであり、市民福祉の向上はもと

より、市政発展のため、一緒に歩みを進めてまいりた

いと考えております。今後とも、議員の皆様のご理解

とご協力をよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、今臨時会に提案いたしました予算議案の

概要について、ご説明申し上げます。 

 議第42号「令和元年度尾花沢市一般会計補正予算（第

２号）」についてですが、既定の歳入歳出予算の総額に、

それぞれ1,568万2,000円を追加し、予算の総額を115

億1,163万1,000円とするものです。 

 まず歳出ですが、農林水産業費については、農業経

営の高度化、経営基盤の確立と発展を推進し、担い手

を育成するための、強い農業・担い手づくり総合交付

金事業費補助金、144万5,000円を、トップランナーを

目指し、農業所得の1.3倍向上を目指すための、元気な

農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補助金、

889万1,000円を、産地パワーアップ計画に基づき、農

作業の効率化によるコスト削減を図るための産地パワ

ーアップ事業費補助金、334万6,000円を追加するもの

です。 

 商工費については、銀山温泉街の空き家を改修し、

景観に配慮した店舗兼住居とする計画に対し、銀山温

泉家並保存整備事業費補助金、200万円を追加するもの

です。 

 次に歳入ですが、県支出金として、強い農業・担い

手づくり総合交付金事業費補助金、144万5,000円、元

気な農業経営による所得1.3倍プロジェクト事業費補

助金、889万1,000円、産地パワーアップ事業費補助金、

334万6,000円を追加し、また、繰越金200万円を追加し

て予算を調製するものです。 

 次に一般議案の概要について、ご説明申し上げます。 

 議第43号「小学校児童用パソコン更新事業契約の締

結について」でありますが、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により、提案するものであります。 

 議第44号「尾花沢市監査委員の選任について」であ

りますが、市議会議員のうちから選任された委員の任

期満了及び尾花沢市監査委員条例の改正により、新た

に識見を有する者のうちから選任するため、提案する

ものであります。 

 以上が、今臨時会に提案いたしました議案の概要で

ありますが、審議の過程において、必要に応じて関係

課長から説明いたさせますので、慎重なる御審議の上、

原案のとおりご可決、ご同意くださいますようお願い

申し上げ、説明を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 次に、１番、菅野修一議員より、議会案の提案理由

の説明を求めます。菅野修一議員。 

〔１番 菅野修一 議員 登壇〕 

◎１番（菅 野 修 一 議員） 

 議会案１案件を提出するにあたり、提案理由の説明

を申し上げます。 

 議会案第５号「尾花沢市都市計画審議会委員の推薦

について」でありますが、尾花沢市議会議員の改選に

伴い、尾花沢市都市計画審議会条例第４条第１項第１

号委員が欠員となったため、同規定に基づきその後任

委員を推薦するものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わりますが、何とぞ、

議員各位のご賛同をお願い申し上げ、提案理由の説明

といたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 続いて、議案の審議を行います。 

 この際、お諮りいたします。日程第17、議第42号「令

和元年度尾花沢市一般会計補正予算（第２号）」から、

日程第20、議会案第５号「尾花沢市都市計画審議会委

員の推薦について」までの４案件の審議については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託を省

略いたしたいと思います。これに、ご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、４案件の審議につ

いては、委員会付託を省略することに決しました。 

 まず、日程第17、議第42号「令和元年度尾花沢市一

般会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 質疑もないようでありますので、終結いたします。 

 次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。 

 これより、議第42号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、議第42号は、原案

のとおり決しました。 

 次に、日程第18、議第43号「小学校児童用パソコン

更新事業契約の締結について」を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。塩

原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 質問させていただきます。金額に対して台数のこと

は分かるんですけれども、内容をもう少し詳しく聞き

たいと思います。 

 各学校それぞれの環境が違うと思いますけれども、

同じパソコンが入ると理解してよろしいんでしょうか。 

 あと、それに対して学校のネットワーク、各パソコ

ンがつながる環境に関して、それぞれお答えいただけ

ればと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 小学校のパソコン更新についてお答えいたします。

各学校とも同じパソコンで同じ環境になります。それ

からＷi－Ｆi、ネットワークの環境につきましては、

夏休み中にＷi－Ｆi環境を整えることで、今工事に入

っているところでございます。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 それは今回の金額の中に全てネットワークの構築と

入っていると理解してよろしいと、今の答弁で分かる

んですけども、更新作業っていうのが、ウインドウズ

７を更新するわけですから、次のＯＳになると思うん

ですけれども、その更新は毎年行われるのか、それと

も、その都度、必要な時に行われる、その金額が中に

含まれるのか、ご説明ください。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 お答えいたします。今回のパソコン更新は、ウイン

ドウズ７のサポート終了に伴う更新でございます。機

種の変更になります。それからＷｉ－Ｆｉ環境につき

ましては、小中学校のＷｉ－Ｆｉ環境の整備というこ

とで、別な予算の枠でさせていただいております。以

上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ２回目の質問はその質問ではなくて、ウインドウズ

７の更新の後に入るＯＳが、常に更新されると思うん

ですけれども、そちらも含むのかという質問だったの

ですが、それは含まれるってことで理解してよろしい

んでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 サポートの更新ではないってことですね、そのとお

りでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 私のほうからも数点質問させていただきます。 

 まず１点目は、今回105台パソコンが入るということ

で、各小学校の、そういった子どもたちの人数に対す

る充足率と言いますか、それでこれからの、そういっ

たパソコンの授業等については、十分な台数が確保さ

れたのかどうかということが１点目でございます。 

 ２点目は、この入札の結果なんですけども、ちょっ

と辞退と棄権というのがありますね。これちょっと、

辞退と棄権というのはどう違うのかということを教え

ていただきたいということと、入札に７社が参加をし

ているわけですけども、そのうち５社が、そういう形

での入札を辞退されたということについてはどのよう

にお考えなのか、お伺いします。 

 あと３点目ですけども、今ありましたように、無線

ＬＡＮ工事が夏休み中に行われるということで、当初

500万円ほどとお聞きをしておりますけども、この無線

ＬＡＮが整備をされることによって、これまでに子ど



もたちのその教育現場でやってきた、さまざまなその

パソコンの、いろんなその授業比べて、こういった整

備をされることによってさらにこの、どんな楽しい授

業と言いますか、子どもたちにとっても、これまでと

違ったそのパソコンの親しみ方が可能になってくるの

かという、この３点についてお伺いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 まず、パソコンの台数が十分なのかというふうなご

質問でございますが、今現在、各学校とも１クラス分

がパソコン教室ができるというふうな台数になってご

ざいます。したがいまして、その学校にいる子どもた

ち全員に１人１台という台数ではないということでご

ざいます。パソコン教室をするクラスの分は確保され

ているということでございます。 

 それからＷｉ－Ｆｉ環境が整うことによりまして、

以前に導入していたタブレットのほうなども使えるよ

うになったということでございます。 

 それから、教育の内容につきましては、室長のほう

からお答えします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 私のほうから、現場の活用について現在のところ進

めているところについてご説明申し上げます。 

 新しい教科書の導入に伴って、ＱＲコードで教科書

の中からいろいろな情報を取り出せるようなことが可

能になってきております。そういったところからも、

授業のほうで活用していく計画をしているところでご

ざいます。ただし、全員一斉にというふうな活用の状

況はまだ不可能ですので、クラスごと整備して、授業

で使えるような状況で進めているところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 入札に関してでございます。辞退と棄権があるとい

うことですけども、辞退につきましては、あらかじめ

文書あるいは電話等により、ご辞退をしたいというこ

とで、連絡があったものでございます。棄権につきま

しては、当日入札会場に来られなかったということで

ございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 最初にですね、台数についてお伺いしたんですが、

各クラスごとの単位で授業をされているので、十分だ

という、ちょっと答えがなかったような、ふうにちょ

っと受け止めたんですが、改めてですね、そのやっぱ

り教室でやる場合は１人１台、先生がいて、みんな操

作をする、これが理想だと思いますので、ちょっとそ

の辺が明確にちょっと受け取れませんでしたので、今

言った各クラス、各学校ごとの、いわゆるパソコンの

授業に対する充足率というのが、まだ足りていないの

かどうか、改めてお伺いいたします。 

 あと今ありました、辞退と棄権ということで、入札

には参加されなかったということなんですけども、や

はり随意契約にいたしましても、３社以上の見積りと

いうものが原則ということかなというふうに思ってお

ります。今回に限ってなのかどうか分かりませんけど

も、やはり７社指名して、５社が、いわば参加されな

かったということについては、こういうパソコンとい

う、１つの特殊と言いますか、市内業者でも扱ってる

業者が少ないということもあるんだと思うんですけど

も、やはり指名される以上は、もう少しきちんと入札

に参加をしていただくような形を、手法をやっぱり取

るべきじゃないかなと思いますので、その辺について

も、ご見解ありましたらお伺いいたします。 

 あと今、これからの活用方法ということなんですけ

ども、私やっぱりあの、前にも一般質問で、どなたか

から出されたことがあったと思うんですけれども、遠

隔授業という、いわば学校間のネットワークとか、あ

るいはもっと、さまざまな、いわゆる教育機関等々か

らの情報とか、講演会を一緒に尾花沢の子どもたちが

そういった授業に参加をするとか、あるいはそういっ

た情報をいただく、あるいは小規模校などで、小さい

学校同士が、同じようなテーマで意見を例えば出しあ

うとか、同じ授業を複数校でやれるようなことがある

と、小規模校の学校であっても、いろんなその子ども

たち同士の触れ合いとか、あるいは向学心なんかにつ

いても、すごくいい影響があるんじゃないかなという

こと私は思っております。そういう意味でも、そうい

った、私が申し上げたような整備については、今回の

整備で、どの程度可能になるのか。やるとすれば、も

っともっとこういう設備も必要なんだということも、

ありましたら、教えていただきたいなというふうに思

います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 



 それでは、パソコンの台数についてでありますけれ

ども、先ほどからお話しますけども、各学校の１クラ

ス分ずつがパソコン教室のほうに、１人１台が使える

ような環境が整っておりますが、複数のクラスでパソ

コンを利用するというふうな環境にはなっていないと

いうところでございます。これからはタブレット端末

を持てるような環境を整えていくような方向もありま

すので、今後検討していかなければならないというふ

うに考えているところでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 財政課長。 

◎財政課長（高 橋   隆 君） 

 入札に関しての考え方でありますが、この件につき

ましては、市内で取り扱いができる業者さんのほうを

指名しております。ということで、入札への参加でき

る機会を作ったつもりであります。それで最終的に、

１社になった場合としましても、応札をすることに決

めておりますので、そのような取り扱いとしておりま

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 それでは遠隔の授業等についてのお問い合わせあり

ましたので、現状についてお答えさせていただきたい

と思います。 

 授業の活用に関してはまず、先生方のほうの研修と

いうふうな面で、まず活用が図られております。ネッ

ト上のアクティブラーニングに関わる授業改善につい

ての資料等について、当面特色ある学校経営の経費か

ら、尾花沢中学校さんのほうで取り組みを始めている

ところがございます。 

 先ほどご指摘いただきました遠隔での授業というの

も、これからの私たちのほうの大きな課題になってお

ります。整備推進について、現状でそれが可能かと言

われますと、十分ではないというふうに考えておりま

すので、これから検討させて、進めさせていただきた

いなというふうに考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 入札につきましては、市内業者優先ということで、

ただその入札の要件等々についてやっぱり、相手方に

とっても、その入札に応じるような状況かどうかとい

うことも含めながら考えていかないと、やっぱりこう

いう形で、せっかく指名をしたにしても、辞退という

ことであればその意味合いというのは薄まってしまう

ということですので、今後そういう意味での検討お願

いしたいと思います。 

 あと今回Ｗｉ－Ｆｉについても500万円を計上して、

これまでのパソコン授業とは相当違う、いろんな意味

での大きな環境が整備をされていかれるんじゃないか

なというふうに、そういう答弁でございましたので、

非常にこれは私結構だなと思っております。 

 遠隔授業という、もっともっとこの私小規模校のデ

メリットをもっと解消していく、そして大規模校とふ

さわしいようなこの授業展開を、小規模校でもやって

いくとすると、そういった設備環境も大事なんじゃな

いかなと。予算的には今分からないと思うんですが、

可能だということであれば、ぜひですね、来年度に向

けてもそういった予算をしっかりと確保していただい

て、そして子どもたちの、さっき先生が仰ったその特

色ある尾花沢の教育も、すごく大事だと思います。そ

ういった、ほかの市町村ではなくて、尾花沢でこんな

ことをやっぱりやっていける、小さくても頑張ってや

っていける、そういうふうな教育環境、ぜひ整備をし

ていただきたいというふうに思います。よろしくお願

いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 そのほか、ご質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 質疑もないようでありますので、終結いたします。 

 次に討論でありますが、通告がありませんので終結

いたします。 

 これより、議第43号を採決いたします。本案を原案

のとおり決するに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、議第43号は、原案

のとおり決しました。 

 この際、お諮りいたします。日程第19、議第44号「尾

花沢市監査委員の選任について」並びに、日程第20、

議会案第５号「尾花沢市都市計画審議会委員の推薦に

ついて」の２案件については、人事案件でありますの

で、先例により質疑討論を省略し、直ちに採決いたし

たいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、２案件については

質疑討論を省略し、直ちに採決することに決しました。 



 まず、日程第19、議第44号「尾花沢市監査委員の選

任について」を議題といたします。 

 これより、議第44号を採決いたします。本案はこれ

を同意することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、議第44号はこれを

同意することに決しました。 

 次に、日程第20、議会案第５号「尾花沢市都市計画

審議会委員の推薦について」を議題といたします。 

 これより、議会案第５号を採決いたします。本案を

原案のとおり決するに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、議会案第５号は原

案のとおり決しました。 

 次に、日程第21、「閉会中の継続調査申出について」

を議題といたします。 

 皆様方のお手元に配布いたしております申出書のと

おり、各常任委員長、議会運営委員長から、所管事務

の調査について閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長

から申し出のとおり、所管事務の調査について閉会中

の継続調査に付することに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 ご異議なしと認めます。よって、各常任委員長、議

会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

に付することに決しました。  

 以上で、今臨時会に付議されました案件の審議は、

全部終了いたしました。慎重なるご審議、誠にご苦労

さまでした。 

 この際、市長より発言の申し出がありますので、こ

れを許します。市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 ８月臨時会の閉会に際し、一言ご挨拶申し上げます。 

 議員の皆様には、慎重にご審議を賜り今臨時会に提

案いたしました全ての議案につきましてご可決、ご同

意をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、今臨時会におきまして、正副議長をはじめ、

各常任委員会及び議会関連の各役職が決定され、新た

な議会体制のスタートとなりました。 

 また、このたび、新たに議長に就任されました大類

好彦議員、副議長に就任されました伊藤浩議員に対し

まして、心からお祝い申し上げます。お二人には市議

会を代表し、多方面にわたりご活躍をいただくことに

なろうかと思います。健康には十分にご留意され、益々

ご活躍されますことを心からご祈念申し上げます。 

 さて、尾花沢スイカは出荷最盛期を迎え、先月、大

阪の中央卸売市場、都内の大田市場、銀座のおいしい

山形プラザにおいて、尾花沢スイカのトップセールス

を行ってまいりました。市場関係者から高い評価をい

ただいたほか、尾花沢スイカを試食した方々からは、

皮の近くまで甘くておいしいとのお言葉を多数いただ

いてまいりました。本市特産品への自信をさらに強く

してきました。 

 また、７月27日には、すいかコンテストを開催し、

昨日も全日本すいか割り選手権大会が開催され、また

今日から、めざましテレビ、今週の視聴者プレゼント

に、尾花沢スイカがプレゼントされることになってお

ります。確実に全国に発信されております。さらなる

ブランド力向上に向け、官民一体となって尾花沢スイ

カを県内外に広く発信を続けてまいります。 

 長かった梅雨もようやく明け、厳しい暑さが続いて

おります。議員各位におかれましては、くれぐれもご

自愛いただきますとともに、市政発展になお一層のご

指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶

といたします。誠にありがとうございました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、本日の会議を閉じます。 

 これにて、令和元年８月臨時会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでした。 

 

            閉 会  午後１時35分  


